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【地域ウォッチ（広報）】 
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【中学生未来会議】  

丸亀市の未来考える／中学生２５人、熱く会議 

（四国新聞 記事より） 

 香川県丸亀市内の中学生が将来のまちづくりなどについ

て話し合う「丸亀中学生未来会議」が２５日、同市大手町

の市消防本部大会議室であった。参加者はワークショップ

形式で意見をまとめ、「街と緑が結びつきみんなが笑える

街」「自然と共生し歴史と文化を受け継ぐ街」などと自分た

ちが思い描くまちの将来像を発表した。 

 将来を担う若い世代の意見を今後の市政運営に生かすとともに、郷土への誇りや愛着を醸成しよう

と初開催。市内７中学校から２、３年生の男女計２５人が参加した。 

 参加者は４班に分かれ、まちづくりの課題や問題点などを模造紙に書き込みながら将来像を討議。

「商店街の活性化や公共交通機関の利便性向上が必要」「ごみ箱を増やしてポイ捨てを少なくする」な

どの改善点のほか、飯野山や丸亀城、美術館などをもっと活用して丸亀の魅力をＰＲすべきとの意見

もあった。同市は、２０１２年度から５年間の「丸亀市総合計画後期基本計画」を策定中で、この日

の生徒たちの意見をできる限り同計画に反映させたいとしている。 

 

【出前講座について】 
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出前講座とは、職員が市民等の要望に

応じて、希望する場所に出向いて市政

の説明を行うもの。 

【実績】 

 Ｈ２１ １５１件 

 Ｈ２２ １９１件 

 Ｈ２３ １３０件（４～９月） 

 

自治基本条例に関する実績は 

平成２２年度１件あったが、今年度は

まだ０件である。主に高齢者の健康に

関する講座や応急手当等に関する講

座が人気である。 

 

 

 

 

 



【パブリックコメントの標記について】 

○広報平成 22 年度 2月号より         ○市のホームページより 
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【パブリックコメントの応募用紙の例】  

（素案）に対する意見 

住   所 
又は所在地 

 
 

（フリガナ） 
氏   名 
又は団体名 

 
 
 

（住所等市外の場合） 
勤務先又は学校名 

 
 

（納税義務等のある方） 
丸亀市との関係 

 
 

意  見  記  入  欄 

 

 

 

 

 

 

 

 



【丸亀市審議会等の委員の公募に関する条例より抜粋】 

 

(公募委員の応募資格) 

第 5 条 公募により選任する委員(以下「公募委員」という。)の応募資格は、任期の開始

日現在において、満 20 歳以上の市民とする。ただし、市議会議員及び市職員並びに 2

以上の市の審議会等の委員に委嘱されている者は除く。  

2 前項の規定にかかわらず、審議会等の設置の趣旨、役割等を踏まえ、適宜資格要件を

付加することができるものとする。  

 

審議会等委員の状況 

 

1つ 230 名 81.9%
2つ 37 名 13.2%

委員ごとの参加会議数
 

 

 

 

 

 

281 名

（１） 通常の委員 254 名

（２） 公募委員 23 名

（３） （１）と（２）の兼務者 4 名

H23.10.1現在の委員数

このうち、２つ以上の会から委嘱され

※うち、２つ以上の委員会で公募委員
．．．．

 

【議会の情報発信について】 

議会は議会だよりを全戸に配付し、

原則として 2月、5月、6月、8月、
3つ 10 名 3.6%
4つ 3 名 1.1%
5つ 0 名 0.0%
6つ 1 名 0.4%

27 名 

ている委員は７名 

を務めている方
．．．．．．．

は３名 

議会の活動状況を報告している。発行は、

11 月の年 5 回。
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